
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【稠密線区編】 

●「1連続乗務時間」はどうなるの？ 

 

 

 

 

 

Q. 車掌には 1連続乗務時間の制限がない。相互運用だと増大してしまうのか？ 

●「睡眠を目的とした乗務の中断」はどうなるの？ 

 

Q. 混み運用の睡眠（行先地の時間）は何時間？ 

 

 

Q. 一般線区では「1 勤務で、運転士がその行路の一部で車掌の業務を行う場合

の行先地の時間は『運転士として乗務する場合』の適用となる」とあるが、

稠密線区にはない。相互運用の場合、どちらが適用されるのか？ 

【一般線区編】 

●「1継続乗務時間」はどうなるの？ 

 

 

 

 

 

 

Q．運転士・車掌共に 1勤務の労働時間 Aは 16時間だが、拘束時間に限度がな

い。混み運用だと 1継続乗務時間は増大してしまうのか？ 
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東日本ユニオンは、現在実績のない運転士業務と車掌業務の「混み行路」で運用した場合の「乗

務割交番作成規程」の適用条件などを明確にするため、8 月 12 日、申第 3 号「乗務員の担当業

務間の相互運用に関する第二次申し入れ」を経営側に提出しました。 

＜運転士のみ＞ 

・1連続乗務時間の限度➡2時間 50分まで 

・1連続乗務時間が 1時間 50分以上～2時間 50分までの間に「行先地の時間」を 20分以上

設ける 

運転士として乗務する場合➡着発 6時間以上  車掌として乗務する場合➡着発 5時間 

着（運転士）→睡眠時間？→発（車掌） 

運転士・車掌の「混み行路」一体どうなるの？ 

＜運転士のみ＞ 

・1継続乗務時間の限度 

①深夜帯の乗務時間を 2時間以上含む場合➡3時間 

②一定程度の停車時分のない同一列車に乗務する場合➡3時間 20分 

③その他の場合➡4時間 



【乗務員手当編（時間額）】 

 

 

 

Q．（一般線区、稠密線区共に）乗務員手当の「時間額」においても同じ考えな

のか？ 

Q. 混み運用で往路は運転士（1 時間乗務）、折り返し（15 分）、復路は車掌（1

時間乗務）の場合、1時間 15分は 400円（運転士）、1時間は 210円（車掌）

が対象時間なのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1勤務で運転士がその行路の一部で車掌の業務を行う場合の行先地の時間は「運転士として

乗務する場合」の適用 

経営側は運転士業務と車掌業務における準備時間や整理時間、折り

返し時間、行先地の時間の区分などを踏まえても「混み運用はできる」

としていますが、不明確なことが多岐にわたって存在しています。 

乗務労働の特殊性から「安全」を柱に定めている規定を拡大解釈す

ることは「危険」です。鉄道の安全を守るために「相互運用」は動力

車操縦者運転免許を持つ社員だけの課題ではありません。 

私たち東日本ユニオンは会社施策と向き合い、引き続き組合員や社

員の疑問、不安を解消する取り組みを進めていきます！ 


